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 第 15章 移転に関する特約 

 

第1条 （移転に関する特約） 

1. 当社は、会員が第 16条第 1項に定める移転をする場

合であって、当社が定める条件を満たした会員に対し本

条に定める割引（以下「本割引」といいます）を適用しま

す。 

2. 本割引の内容は、次の各号に定めるとおりとします。 

 (1) 移転工事が派遣あり工事となる場合は、本サービス

の月額基本料から 1,320円（税込）を最大 24ヵ月間割引

します。 

 (2) 移転工事が派遣なし工事となる場合は、本サービス

の月額基本料から 1,155 円（税込）を最大 4 ヵ月間割引

します。 

3. 本割引の適用条件・適用開始時期・終了条件・その他

の注意事項は、当社が別途定める通りといたします。 

 


